
茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月２６日

茅ヶ崎市長 佐 藤 光

茅ヶ崎市条例第８号

茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例

茅ヶ崎市介護保険条例（平成１２年茅ヶ崎市条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。

第８条中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改

め、同条第１号中「１７，９２８円」を「１８，４００円」に改め、同条第２号中「２６，

８９２円」を「２９，０５２円」に改め、同条第３号中「４１，８３２円」を「４４，２

２４円」に改め、同条第４号中「４７，８０８円」を「５１，６４８円」に改め、同条第

５号中「５９，７６０円」を「６４，５６０円」に改め、同条第６号中「６８，７２４円」

を「７４，２４４円」に改め、同号イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、第１１号

イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同条第７号中「７４，

７００円」を「８０，７００円」に改め、同号イ中「又は第１０号イ」を「、第１０号イ、

第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同条第８号

中「８９，６４０円」を「９６，８４０円」に改め、同号イ中「又は第１０号イ」を「、

第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、

同条第９号中「９５，６１６円」を「１０３，２９６円」に改め、同号イ中「又は次号イ」

を「、次号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改

め、同条第１０号中「１１０，５５６円」を「１１９，４３６円」に改め、同号イ中「部

分を除く。）」の次に「、次号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」

を加え、同条第１１号中「１２５，４９６円」を「１６７，８５６円」に改め、同号を同

条第１６号とし、同号の前に次の５号を加える。

(11) 次のいずれかに該当する者 １３５，５７６円

ア 合計所得金額が８，０００，０００円以上１０，０００，０００円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(1) に係る部分を除く。）、次号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イに該

当する者を除く。）

(12) 次のいずれかに該当する者 １４２，０３２円

ア 合計所得金額が１０，０００，０００円以上１２，０００，０００円未満である



者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(1) に係る部分を除く。）、次号イ、第１４号イ又は第１５号イに該当する者を除

く。）

(13) 次のいずれかに該当する者 １４８，４８８円

ア 合計所得金額が１２，０００，０００円以上１５，０００，０００円未満である

者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(1) に係る部分を除く。）、次号イ又は第１５号イに該当する者を除く。）

(14) 次のいずれかに該当する者 １５４，９４４円

ア 合計所得金額が１５，０００，０００円以上２１，０００，０００円未満である

者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(1) に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。）

(15) 次のいずれかに該当する者 １６１，４００円

ア 合計所得金額が２１，０００，０００円以上３７，０００，０００円未満である

者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(1) に係る部分を除く。）に該当する者を除く。）

第１０条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２

号ロ又は第１３号ロ」に、「第９号まで」を「第１３号まで」に改める。

附 則

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

２ 改正後の第８条及び第１０条の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料について適

用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。


